
、

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第　 　条第　 　項に規定する被害者
（同法第 条の　 　に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者を含む。）でイ、ロ又
はハのいずれかに該当する方
イ　同法第　 　条第　 　項第　 　号の規定による一時保護、同法第　 　条の規定による女性自立支
援施設における保護又は児童福祉法（昭和 年法律第 号）第 条第　 　項の規定によ
る母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して　 　年を経過していない方

ロ　配偶者暴力防止等法第 条第　 　項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った
者で当該命令がその効力を生じた日から起算して　 　年を経過していない方

ハ　女性相談支援センター等による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書が
発行されている方

方
方

方

方

方

、 、
、

、

、

、 、

、

、

、 、

、

（各年齢については、入居可能日を基準日とする。）

、 、

、
、

、 、

、

配偶者（内縁の夫又は妻、パートナーシップ関係にある方及び婚約者を含む）のない方
で、現に20歳未満の子を扶養している方

配偶者（内縁の夫又は妻及びパートナーシップ関係にある方を含み、年齢は問わない）

一般世帯向けの申込資格を満たし、かつ、申込者及び配偶者の合計年齢が、募集期間
末日に 7　5 歳以下の世帯のうち、イ、ロ、ハ又はニのいずれかに該当する世帯

ハ　パートナーシップ関係の場合はパートナーシップ宣誓等を行った日後 3 年以内
　の世帯
ニ

２


